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「中央区自転車活用推進計画」策定の背景・目的 

 
 

 

国では、環境、交通、健康増進等の重要な課題に対応するため、自転車の活用の推

進に関して、さまざまな分野における取組を総合的かつ計画的に進めることを目的と

した「自転車活用推進法」が平成 29（2017）年に施行されました。これを受け、東京

都では、令和３年（2019）年に「自転車活用推進計画」を策定し、コロナ禍を踏まえ

た新しい日常への対応も含め、自転車活用のさらなる推進と、誰もが快適に安心して

自転車を利用できる環境の一層の充実を目指しています。 

区では平成 10(1998)年以降、子育て世代を中心に毎年人口が増加しており、今後も

住宅開発事業等が計画されていることから、増加傾向は続くものと考えられます。ま

た、築地市場跡地や、臨海部においては、大規模な再開発事業が進み、これからも人

口増加や施設整備等により、増加する交通需要や、臨海部における公共交通不便地域

への対応、交通弱者等の移動の支援等、都市交通課題を解決することが求められてい

ます。 

本区における自転車は、このような課題を解決する一翼を担うものであるととも

に、手軽に利用できる乗り物として、通勤や買い物、子どもの送迎等、日常的な利用

に有用です。また、近年の新型コロナウィルスの流行時には、混雑を避けた移動にも

利用され、今後もさまざまな場面での利用の可能性があります。 

このような背景を踏まえ、自転車活用推進法に基づき、区の実情に応じた自転車活

用推進計画を策定し、自転車に関する各種関連計画及び施策を包括的かつ戦略的に展

開することで、区民一人ひとりの適正な自転車利用や安全で快適な自転車利用環境の

整備等を推進してまいります。 
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第１章 

総論 

１ 概観 

２ 計画の位置付け 

３ 計画の区域 

４ 計画期間 

５ 計画の対象 
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中央区は面積 10.115km2 で、東京都総面積の約 0.46%、区部総面積の約 1.61%を占

めています。 

夜間人口は令和 5（2023）年 1 月現在で約 17 万 4 千人であり、23 区中２番目に少

ないものの、人口密度は 23 区中 13 番目に高くなっています。昼間人口は、令和２

（2020）年時点で約 63 万人であり、都心の業務機能や都市活動を支えています。 

区内は、鉄道やバスを中心とした交通網が発達していることに加え、道路率（区の

全面積に対する道路面積の割合）も約 30%と 23 区で最も高くなっており、交通利便

性の高いまちであると言えます。 

 

 

本計画は、自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号）第 11 条に準拠するととも

に、国や都の自転車活用推進計画を勘案し、中央区基本構想に掲げる将来像「輝く未

来へ橋をかける － 人が集まる粋なまち」を自転車の活用により実現する方向性を示

すものとします。 

計画の策定にあたっては「中央区総合交通計画」や「第 11 次中央区交通安全計画」

等の区の関連計画との整合を図ります。 

また、計画の各種施策として定める自転車ネットワーク整備方針については、国の

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」等を勘案します。 

 
図 1-1 計画の位置付け  
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＜参考＞法律・計画等の概要 
 

自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進

を図ること等、新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用

を増進し、交通における自動車の依存低減を図ることによって、公共の利益の増進に資す

ること等を基本理念とする自転車活用推進法が施行しました。 

地方公共団体は、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、国や都

道府県が定めた自転車活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じた自転車

の活用の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないとされています。 

また、国民は、国、地方公共団体の自転車活用推進施策に協力するよう努めなければな

らないとしています。（平成 29（2017）年 5 月施行） 

 

自転車活用推進法第９条に基づき、自転車の活用の推進に関する総合的かつ計画的な推

進を図るため、自転車を巡る課題に対する目標及び施策を定めた計画です。（令和 3（2021）

年 5 月公表） 

 

自転車活用推進法第 10 条に基づき、国の自転車活用推進計画を踏まえ、東京都における

都市づくりや交通、健康、環境、観光等、自転車活用に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図る計画です。（令和 3（2021）年 5 月公表） 

 

各地域において道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、

通行ルールの徹底等を進められるよう、自転車利用環境整備に際して関係者と連携して実

施すべき事項や、安全で快適な自転車利用環境を創出するための実務的な検討事項等を示

したガイドラインです。（平成 28（2016）年 7 月公表） 
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中央区全域 

 

 

令和６（2024）年度から令和 15（2033）年度までの 10 年間 

※第 4 章・第 5 章の各方針については、必要に応じて適宜見直しをしていきます。 

 

 
 

 

 

※車体大きさ、定格出力、
最高速度等の基準を満た
していないものは、原動機
付自動車または自動車へ
分類されます
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第２章 

現状と課題 

１ 中央区の概況 

２ 自転車の利用状況 

３ 安全・安心な自転車利用 

４ 自転車の通行空間 

５ 自転車の駐輪環境 

６ シェアサイクルの利用状況 

７ 現状のまとめ 

８ 中央区における自転車の位置付け 

９ 課題の整理 
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中央区は 23 区の概ね中央に位置しており、全体的に標高１～６ｍ程の平坦な地形と

なっております。また、区内には一級河川の荒川水系である隅田川が流れており、神

田川・日本橋川および亀島川と合流しています。さらに、月島川は隅田川から分流し、

いずれの河川も東京湾に注いでいます。その他、区南西部には、二級河川の築地川、

汐留川もあります。 

 
図 2-1 中央区の地形 

出典：地理院地図を基に作成 
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土地利用の状況は、区の北西部では業務・商業系の施設が多く、南東部では、居住

系の施設が多くなっています。 

 

 
図 2-2 土地利用の状況 

出典：令和３年度中央区土地利用現況図 

  

凡例

専用事務所建築物商
業
系 専用商業施設等

集合住宅居
住
系 専用独立住宅

教育文化施設公
共
系 厚生医療施設
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地域毎の夜間人口は、勝どき、月島、晴海、人形町・浜町で多い傾向にあります。一

方で、銀座、京橋、日本橋は、夜間人口が少なくなっています。 
 

 
図 2-3 地域毎夜間人口分布 

出典：令和 2 年国勢調査を基に作成 
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夜間人口は、増加傾向にあり今後も引き続き増加していくと考えられます。また、

地域別将来人口は、京橋・日本橋・月島の各地域いずれも増加傾向にあります。 
 

 
図 2-4 夜間人口の推移 

令和 5（2023）年までは各歳別男女別人口（中央区）による実績値 

令和 10（2028）年以降は「中央区基本計画 2023（中央区）」による推計値 

 

 
図 2-5 地域別夜間人口の推移 

中央区基本計画 2023(中央区)を基に作成 
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区内では、各地区で市街地再開発事業等が多く計画されています。特に、日本橋川

周辺では、首都高速道路都心環状線の日本橋区間の地下化に伴い、複数の市街地再開

発事業が国家戦略特区の都心再生プロジェクトに位置付けられ、新しいまちづくりが

始まっています。 

 
図 2-6 市街地再開発事業等地区 

出典：令和５年度市街地再開発事業等地区 

凡 例

市街地再開発事業

任意の民間事業等

検討中

市街地再開発事業等完了地区

特定都市再生緊急整備地域
（東京都心・臨海地域）

令和５年度市街地再開発事業等地区（完了地区を含む）
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商店街は、区内各所にあり特に八重洲、銀座に集中しています。 

 

 
図 2-7 中央区の商店街分布 

出典：中央区商店街振興プラン 2016 

  

 

中央区の商店街             区商連加盟   区商連非加盟 

No 商店街名称 No 商店街名称 No 商店街名称 

 日本橋北詰商店会  東京中央大通会  銀座みゆき通り美化会 

 室町大通会  茅場町商店会  銀座六丁目すずらん通り会 

 今川橋親和会  八丁堀鈴らん会  銀座コリドー通り会 

 横山町馬喰町新道通り会  八丁堀二八通商店会  銀座花椿通り会 

 横山・橘通り共栄会  西銀座通会  銀座金春通り会 

 東日本橋やげん堀商店会  銀座１－４丁目並木通り会  銀座ナイン出店者会 

 人形町商店街協同組合  銀座一丁目ガス灯通り会  新富商栄会 

 甘酒横丁商店会  銀座二丁目ガス灯通り会  湊連合商栄会 

 浜町商店街連合会  銀座マロニエ通り会  築地共栄商業協同組合 

 トルナーレ日本橋浜町商店会  銀座三丁目ガス灯通り振興会  築地場外市場商店街振興組合 

 蛎一南部平和会  松屋通親交会  築地海幸会 

 東京駅八重洲大地下街商店会  銀座四丁目ガス灯通り会  月島西仲共栄会商店街振興組合  

 八重洲一丁目商店会  銀座通連合会  月島中央会 

 八重洲一丁目中商店会  銀座五丁目ソニー通り町会商店会  勝どき商栄会 

 日本橋八重洲仲通り商店会  銀座西並木通り会  月島誠栄商業協同組合 

 日本橋二丁目通町会商店会  銀座西五番街商店会  勝どきサンスクエア商店会 

 日本橋三丁目西町会・商店会連合会   銀座すずらん通り商店会   

 日本橋二丁目商店会  銀座あづま通り名店会   
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銀座、日本橋、築地場外市場、日本橋問屋街、もんじゃストリート、晴海トリトン

スクエア等の観光施設が分布しています。また、浜離宮恩賜庭園等のほか、区内の主

要な公園を緑の拠点として位置付けています。 
 

 
図 2-8 観光施設・地域分布 

出典：中央区総合交通計画 2022 
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鉄道は、ＪＲ東日本、東京地下鉄、都営地下鉄の 3 事業者 11 路線（28 駅）が運行

しています。概ね区内全域に鉄道路線網が整備されていますが、晴海や豊海町等の一

部では近くに鉄道駅がない地域となっています。 

 

 
図 2-9 鉄道路線網 

出典：中央区総合交通計画 2022 
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バス交通は、都営バス 18 路線のほか、コミュニティバス（江戸バス）やメトロリン

ク、晴海ライナーが運行しています。 

また、令和 2（2020）年から、BRT が運行を開始しています。 
 

 
図 2-10 バス・BRT 路線網 

出典：中央区総合交通計画 2022 を基に作成 
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鉄道の駅勢圏 300m と都営バス（片道 51 本／日以上）のバス停 200m の圏域外を公

共交通不便地域とした場合、晴海や湊、明石町及び日本橋地域の一部等が公共交通不

便地域となっています。 
 

 
図 2-11 公共交通不便地域 

出典：中央区総合交通計画 2022 
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目的別に区民の移動手段の状況を見ていくと、全目的（図 2-12）では約 9％が自転

車を利用していますが約 45％は、鉄道・電車、約 30％は、徒歩のみで移動していま

す。 

通勤および通学（図 2-13,14）においては、区民の主な移動手段は鉄道となってい

ます。区内間での通勤においては、約 48％が徒歩、約 22％が鉄道、約 16％が自転車

を利用しているのに対し、区内間での通学においては約 80％が徒歩となっていま

す。 

買い物・通院・習い事等をはじめとする私事（図 2-15）においては、区民の約

49％が徒歩のみで移動し、次いで鉄道が約 25％、自転車が約 11％となっています。 

業務（図 2-16）においては、主な移動手段は鉄道となっていますが、他の目的と

比較して自家用車の利用が多く自転車は、少ない傾向があります。 

 

 
図 2-12 交通手段分担率（全目的） 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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図 2-13 交通手段分担率（通勤）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 

 

 

 
図 2-14 交通手段分担率（通学）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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図 2-15 交通手段分担率（私事）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 

 

 

 
図 2-16 交通手段分担率（業務）※帰宅含む 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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区内の自転車利用状況をエリア別に見ると、佃・月島・晴海エリアや日本橋エリア、

八丁堀・新川・築地エリアでの自転車利用が多い傾向にある一方、銀座エリアや八重

洲エリアでは自転車利用は少ない傾向です。エリア間の自転車利用状況については、

日本橋エリアや八丁堀・新川・築地エリアから江東区・墨田区等の東部方面へ、日本

橋から千代田区・台東区・文京区等の北部方面へ、佃・月島・晴海エリアから江東区

豊洲・有明・青海等の南部方面等、区を超えた移動に利用する人も多い傾向です。 

また、駅端末比率を見ると、区内の移動や、東部の隣接区方面への移動については

駅端末比率が小さく、自転車で目的地まで直接移動している人が多いことがわかりま

す。一方、西部の隣接区方面への移動については、駅まで自転車を利用して目的地ま

では鉄道等で移動する人がより多い傾向にあります。 

 

 
図 2-17 中央区における自転車移動状況 

出典：平成 30 年パーソントリップ調査を基に作成 
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無作為に抽出した区民及び区立駐輪場の利用者へのアンケート（以下、「中央区自

転車アンケート」とする）においては、自転車を週に数回以上の頻度で利用する人は

全体の約 46％となっています。 

利用目的としては、買い物や食事といった私事が約 73％と最も多くなっており、

次いで、通勤が約 41％、子どもの送迎が約 19％と、日常生活の中で自転車が利用さ

れています。 
 

問：自転車を利用しますか 

 
図 2-18 自転車の利用状況 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：日常生活での自転車の主な利用目的をお答えください 

 
図 2-19 自転車の利用目的 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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今後、自転車通行空間の整備や、シェアサイクルの普及等により、自転車が利用し

やすい環境になった場合、徒歩で行くには距離がある商業施設・観光スポット等へ行

ってみたいと回答した人が半数以上と、自転車の利用意向がありました。 

 
問：自転車の利用環境が改善した場合、行ってみたい場所はどこですか 

（自転車を「年に数回以上利用する」または「あまり利用しない」人が回答） 

 
図 2-20 自転車で行ってみたい場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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自転車が関与する事故は、勝どき橋付近で多く発生しており、自転車同士の事故や、

自転車が加害者となり得る対歩行者事故が多く発生しています。また、銀座駅付近で

は自転車が被害者となり得る対自動車または二輪車事故も多く発生しています。 
 

 
図 2-21 中央区における自転車関与事故発生位置 

出典：交通事故統計情報オープンデータ 

（警察庁 令和 1(2019)年～令和 3(2021)年）を基に作成 
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区内の交通事故件数は、平成 26（2014）年から令和 4（2022）年にかけて減少傾向

となっていますが、自転車関与事故は、ほぼ横ばいで推移しており、自転車関与事故

が全事故に占める割合は増加傾向にあります。また、令和 4（2022）年の交通事故に

占める自転車関与事故割合は、23 区中 20 位となっています。 
 

   

図 2-22 中央区における自転車関与事故の推移 図 2-23 東京都 23 区の自転車関与事故率 
（令和 4（2022）年中） 

出典：警察庁自転車事故関連データを基に作成（左、右ともに） 

 

区内の自転車が関与する事故の相手当事者別の割合を見ると、対自動車事故が 59%

と最も高く、次いで自転車単独事故が 17%となっています。一方で、自転車が加害者

となる可能性の高い対歩行者事故は全国（4%）と比較して、中央区では 13%と高い割

合になっています。 
 

 
図 2-24 自転車関与事故の相手当事者割合 

出典：交通事故オープンデータ（警察庁）より、令和２年～4 年中の事故を集計 
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区内における自転車対自動車事故のうち、事業用自動車が関与する割合は 48.4％と

なっており、全国の 9.1％、東京都の 22.6％と比較して高い割合にあります。 

 

 

 
図 2-25 自転車対自動車事故における自動車の用途別事故発生状況 

出典：交通事故オープンデータ（警察庁）より令和２年～４年中の自転車対自動車事故を集計 
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区立公園内での自転車通行は禁止されていることから、子どもが公園内で自転車を

練習することが出来ない状況です。 

 

 
図 2-26 公園・児童遊園利用上のお願い（中央区 HP） 

 

 
図 2-27 自転車乗り入れ禁止の案内（月島第二児童公園（撮影日：2023 年 4 月 4 日）） 
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自転車の歩道通行に関する意識は、中央区自転車アンケートによると、歩行者は、

「歩道でスピードを出さないでほしい」と感じているのに対して、自転車利用者は「歩

道ではスピードを出さないようにしている」と回答していることから、自転車側と歩

行者側で受け止め方に違いがあります。 

 
問：あなたが自転車で歩道を通行するとき、特に気を付けていることをお答えください 

問：自転車の歩道通行について、歩行者の立場としてどう思いますか 

 
図 2-28 自転車の歩道走行に関する自転車・歩行者の意識 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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また、自転車の車道通行に関する意識は、自転車利用者は「安全確認をして車道へ

侵入するようにしている」と感じる人が多いのに対し、自動車利用者は「自転車は急

に飛び出さないでほしい」と感じる人が多いなど、自転車側と自動車側にも受け止め

方に違いがあります。 

 
問：あなたが自転車で車道を通行するとき、特に気を付けていることをお答えください 

問：自転車の車道通行について、自動車の立場（ドライバー、同乗者、バス・タクシーの旅

客）としてどう思いますか。 

 
図 2-29 自転車の車道走行に関する自転車・自動車の意識 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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自転車利用者のルールの認知と遵守の状況については、「歩道で歩行者の進行を妨げ

ることとなる時の一時停止」、「道路交通法の「止まれ」の標識がある箇所での一時停

止」に関しては、ともに約 20％がルールを知らなかったと回答しており、認知・遵守

割合が低い傾向にあります。 
 

問：道路交通法や東京都の道路交通規則における自転車利用に関するルールを知っていますか 
 

●自転車は、原則として車道の左側を通行すること 

 
 

●自転車は、歩道で歩行者の進行を妨げることとなるときは、一時停止をすること 

 
 

●車道を通行する自転車は、原則車道の信号機（青・黄・赤の 3 色）に従うこと 

 
 

●道路交通法の「止まれ」の標識がある箇所では、自転車も一時停止すること 

 
 

●酒気を帯びて自転車を運転することは禁止されていること 

 
 

●東京都では、道路交通規則に基づき、自転車を運転中の携帯電話やスマートフォンの使用が禁

止されていること 

 

 
図 2-30 自転車に関するルールの認知・遵守状況 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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令和２年４月１日より、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が

改正され、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となりました。 

自転車損害賠償保険の加入状況について、国土交通省による令和３（2021）年３月

のアンケート調査によると、全国では自転車を月に数回以上利用する人のうち約 63％

が加入しています。 

一方で、中央区自転車アンケートでは、自転車を月に数回以上の頻度で利用する人

のうち約 67％が保険加入の義務について把握した上で加入しており、全国と比べてや

や高い傾向にあります。また、利用者自身が加入状況をわかっていない人も約 9%存在

しています。 
 

 
図 2-31 自転車損害賠償保険加入状況（全国・中央区） 

出典：令和 4 年度第 1 回自転車の活用推進に向けた有識者会議資料（全国）、 

中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月）（中央区）を基に作成 
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区内の自転車通行空間は、交通管理者や道路管理者によって、自転車専用通行帯

や、ナビマーク・ナビラインのピクトグラム等の設置が進んでいる状況です。 

 
表 2-1 自転車通行空間の整備事例 

 

 

  

国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイ

ドライン」（平成 28 年 7 月）では、自転車の通

行空間は原則車道としておりますが、区内に

は、上記の整備事例のほか、自転車の通行が可

能となっている歩道内において、舗装の色彩を

変えることで、自転車が通行すべき部分を示し

ている箇所があります。 
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図 2-32 自転車通行空間等整備状況 

出典：自転車通行空間整備図（中央区、令和５（2023）年３月時点） 

※上記のナビマーク（ナビライン）には、交通管理者が、交通安全対策の一環として

自転車ナビマークのみを整備し、自転車通行空間を補完するものも含まれています。 
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また、中央区自転車アンケートでは、車道上の自転車専用通行帯やナビマーク・ナ

ビラインの設置に対して、約 68％の人が通行しやすい・やや通行しやすいと回答し

ています。 

加えて、回答者の約 59％が自転車通行空間の整備は自転車の利用促進のために優

先的に実施すべき取組と回答しています。 

 
問：車道上に自転車専用通行帯やナビマーク・ナビラインがある道路は自転車で通行しやす

いですか 

 
図 2-33 自転車専用通行帯やナビマーク・ナビラインの通行に関する意識 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 
問：今後、中央区における自転車の利用を促進するために、優先的に実施すべきと思う取組

を選択してください（３つまで選択） 

 
図 2-34 自転車利用促進のために実施すべきと思う取組 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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自転車の通行に関係する規制は、環状２号線等の自転車の車道通行が規制されてい

る箇所や、歩行者専用道路の指定、特定禁止区間（歩行者天国）の指定が区内の各箇

所にあります。 

 

 
図 2-35 自転車の通行規制箇所 

  

0
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区内には、時間制限駐車区間が日本橋・八重洲・銀座を中心に多くの道路上に設け

られています。 
 

 
図 2-36 時間制限駐車区間 

出典：時間制限駐車区間案内地図（警察庁）を基に作成 
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平日ピーク時１時間当たりの合法・違法合わせた路上駐車台数は、23 区の調査対

象箇所のうち日本橋駅が 3 番目に多く、違法路上駐車台数も日本橋駅が 4 番目、銀座

駅が 5 番目に多くなっています。 

近年の 23 区における路上駐車台数の推移は、やや減少傾向であり、うち違法路上

駐車が約 83％を占めています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-37 中央区の路上駐車の状況 
出典：令和 3 年度路上駐車実態調査報告書（東京都道路整備保全公社）を基に作成 

 
図 2-38 23 区の路上駐車台数推移 

出典：駐車対策の現状（令和 4 年 11 月 警察庁）を基に作成 
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中央区自転車アンケートでは、自転車利用者の約 56％が「路上駐車が多い道路」

を危険だと感じており、他の箇所と比べて危険を感じる人が最も多くなっています。 

路上駐車に関しては、片側２車線以上の自動車交通量が比較的多い大通りでの路上

駐車に対して危険と感じる人が特に多くなっています。 

 
問：自転車利用時、危険と感じる箇所はどのようなところですか 

 
図 2-39 自転車利用時に危険と感じる箇所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：路上駐車に対してどのような場面で危険と感じたかお答えください 

 
図 2-40 路上駐車に対して危険と感じた場面 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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中央区自転車アンケートでは、自宅に駐輪場がある人は約 88％と、多くの自転車利

用者の自宅には駐輪場が整備されています。 

しかし、自宅に駐輪場があると回答した人でも、共同の駐輪場が抽選制である人は

約 30％となっており、駐輪できない可能性がある人も含まれていることがわかります。 
 

問：自宅に駐輪場はありますか。駐輪場はどのような形態でしょうか。 

 
図 2-41 自宅の駐輪場設置状況と駐輪場の形態 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

また、勤務先・通学先まで直接自転車で移動する人の多くは、勤務先・通学先の駐

輪場や近隣の公共駐輪場等を利用していますが、目的地付近の路上に駐輪している人

も約 11％います。通勤・通学時に出発地から駅やバス停まで自転車で移動する人は、

約 66％が目的地付近の公共駐輪場・路上駐輪場を利用しています。 
 

問：通勤・通学先ではどこに自転車を停めることが多いですか 

 
図 2-42 通勤通学時の自転車利用形態と駐輪場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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買い物等の私事利用で自転車を利用する人は、約 49％が目的地である民間施設の駐

輪場を利用している一方で、約 22％は目的地付近の路上へ駐輪していると回答しまし

た。 

子どもの送迎等で自転車を利用する人は、約 26％が目的地付近の路上へ駐輪してお

り、目的地である幼稚園や保育園等における駐輪場の整備が需要に対して不足してい

ると考えられます。 
 

問：買物、通院、習い事等へ自転車で出かけた際は、どこに自転車を停めることが多いですか 

 
図 2-43 買い物等の目的で自転車を利用する場合の駐輪場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
 

問：子どもの送迎先では、どこに自転車を停めることが多いですか 

 
図 2-44 子どもの送迎等の目的で自転車を利用する場合の駐輪場所 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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区内には区立駐輪場を 22 カ所整備しています。 

また、まちづくり基本条例に基づき、開発等に合わせて各事業者が施設利用者用だ

けでなく、公共の駐輪場整備も行っております。 
 

 
図 2-45 区立駐輪場の整備状況 

出典：放置禁止区域と区立駐輪場一覧（中央区、令和４年 11 月時点）を基に作成 
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駅周辺を中心に駐輪場が整備された地域において、自転車の放置禁止区域を指定す

るとともに、区域内の放置自転車に対し、警告の上、即日撤去を行っています。 

また、放置禁止区域外の放置自転車に対しては、一定期間、注意・警告の後に撤去

を行っています。 

 

 
図 2-46 放置禁止区域 

出典：放置禁止区域と区立駐輪場一覧（中央区、令和４（2022）年 11 月時点） 
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区内にはシェアサイクルポートが令和５（2023）年７月時点で 74 箇所設置されて

います。浜町、新川等では、サイクルポートが整備されていない地域があります。 
 

  
図 2-47 シェアサイクルポート設置状況（令和 5 年 7 月時点） 

出典：東京自転車シェアリングポートマップ（株式会社ドコモ・バイクシェア）を基に作成 

  

番号 ポート名称

1 十思公園

2 常盤公園（北側)

3 産業会館

4 日本橋保健センター

5 伊場仙ビル

6 明治座

7 スマイルホテル日本橋三越前

8 箱崎川第二公園

9 浜町川緑道

10 ファミリーマート堀留町二丁目店

11 ロイヤルパークホテル

12 小網町児童遊園

13 セブン-イレブン日本橋小網町店

14 竜閑さくら橋際街角広場

15 日本橋二丁目街角広場

16 ＮＡＮＡＥＩ日本橋

17 SOHO30

18 In the Hood 日本橋

19 日本橋本町4丁目

20 アイルイムーブル日本橋

21 鉄砲洲児童公園（西側）

22 柳通り（東京スクエアガーデン前）

23 男女平等センター（ブーケ21）
24 清水建設本社（都営地下鉄宝町駅A8出口）

25 NTT東日本築地ビル

26 東京証券会館(北側)

27 共同ビル（茅場町交差点前）

28 茅場町一丁目平和ビル

29 東京ダイヤビルディング（北側）

30 京橋エドグラン

31 東京ダイヤビルディング（東側）

32 KABUTO ONE

33 ホテルサードニクス東京

34 アーバネックス八丁堀

35 旭ビルディング

36 リエトコートアルクスタワー

37 SHビル

38 八重洲二丁目北地区広場

39 中央区役所

40 サンクンガーデン

41 築地市場駅地下駐輪場

42 興和住生築地ビル

43 朝日新聞東京本社

44 築地永谷コーポラス

45 ＤJホステル銀座

46 築地場外市場

47 国立がん研究センター

48 ACホテルバイマリオット東京銀座

49 明石町区民館

50 銀座６丁目-ＳＱＵＡＲＥ

51 銀座松竹スクエア

52 本の森ちゅうおう

53 歌舞伎座タワー駐輪場

54 黎明橋公園（駐輪場）

55 月島特別出張所

56 桜の散歩道（晴海トリトンスクエア前）

57 ＫＤＸ晴海ビル

58 ドコモ・バイクシェア晴海ポート

59 月島駅地下駐輪場

60 勝どき駅地下駐輪場

61 東京ミッドベイ勝どき（西仲通り)

62 リバーシティ

63 ダンスキューブ勝どき

64 ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＴＯＷＥＲＳ

65 Brillia ist Tower勝どき

66 リバーシティ イーストタワーズ

67 豊海センタービル

68 コーシャタワー佃

69 月島駅前第一駐輪場

70 リビオレゾン勝どきNEX

71 交通広場（豊海町）

72 ミュプレ月島

73 東武ストア晴海三丁目店

74 リバーシティ西ブロック
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また、区内で運営する各シェアサイクル事業者は、他区との広域連携を展開してい

ます。 

ドコモ・バイクシェアでは、会員登録を行うと、都内の 16 区（令和 5（2023）年 10

月現在）のどのシェアサイクルポートでも自転車を借りられ、返すことができます。 
 

 
図 2-48 23 区のシェアサイクル導入状況（事業者別） 

出典：HELLO CYCLING、LUUP、ドコモ・バイクシェア各 HP を基に作成 
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シェアサイクルの利用状況は、月島や勝どき、晴海等で川等を越えた広域的な利用

が多い傾向にあります。 

また、隣接する千代田区および江東区間の移動については、浜町から秋葉原駅周辺

間の移動や、晴海から豊洲市場前駅周辺間の移動に多く利用されています。 
 

 
図 2-49 中央区及び近隣のよく利用されるポート間利用状況 

出典：docomo シェアサイクルデータ（令和４年４月）を基に作成 
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中央区自転車アンケートによると、シェアサイクルを知っている人は約 97％と、シ

ェアサイクルの認知度は高くなっています。一方、シェアサイクルを実際に利用した

ことがある人は約 39％と、シェアサイクルは知っているが使ったことのない人が多い

ことがわかります。 

また、シェアサイクルのポート数や自転車台数が増加し、シェアサイクルの利用環

境がより便利になった場合、シェアサイクル未利用者の約 68％が「シェアサイクルを

利用したい」と回答しました。 
 

問：区内でシェアサイクルが実施されていることを知っていますか。 

問：シェアサイクルを利用したことがありますか（シェアサイクルを知っている方が回答） 

 
図 2-50 シェアサイクルの認知度と利用有無 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 

 

問：区内外で普段よく訪れるエリアにシェアサイクルのポート（設置場所）や自転車の台数

が増加した場合、今後利用したいと思いますか（シェアサイクル未利用者が回答） 

 
図 2-51 シェアサイクルの利用意向（シェアサイクル未利用者） 

出典：中央区自転車アンケート（令和 4 年 10 月～11 月） 
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分類 自転車を取り巻く状況 

地勢 

 区内は全体的に平坦な地形。 

 土地利用の状況は区の北西部は業務・商業系の施設、南東部は居住系の施

設が多い。 

 商店街は区内各所に分布し、特に八重洲、銀座に集中している。 

交通特性 

 鉄道をはじめとする交通網が発達しており、交通利便性は高いが、一部公

共交通が不足している地区がある。 

 区民の主な移動手段は鉄道や徒歩となっており、自転車を利用する区民は

1割程度である。 

自転車利用状況 

 区内では佃・月島・晴海での利用が多く、自転車で目的地まで直接移動し

ている人が多い 

 区における自転車の利用目的は、買い物・食事、通勤、子どもの送迎等に

利用する人が多い。 

安全・安心 

 自転車が加害者となり得る対歩行者事故が、全国と比較して高い傾向にあ

る。 

 区立公園内での自転車通行は禁止されていることから、子どもが公園内で

自転車を練習することが出来ない状況。 

 自転車利用者の半数は主な交通ルールを遵守しているが、一部のルールに

関しては認知・遵守割合が低い。 

 自転車を月に数回以上利用する人の約 7 割が自転車損害賠償保険に加入し

ているが、加入状況をわかっていない人もいる。 

通行空間 
 区内の自転車通行空間の整備は交通管理者や道路管理者によって、車道上

の整備の他、歩道内で自転車が通行すべき部分を示している箇所がある。 

 自転車の車道通行が規制されている箇所や、歩行者専用道路の指定がある。 

路上駐車 
 合法・違法路上駐車が他の区と比べて多い傾向にある。 

 自転車利用者の半数が「路上駐車が多い道路」を危険と感じており、特に

大きな通りでの路上駐車に対する危険意識が高い。 

駐輪環境 
 大規模開発を活用した区立駐輪場のほか、まちづくり基本条例等による民

間の駐輪場整備を進めている。 

 買い物や子どもの送迎等での自転車利用時、路上に駐輪している人がいる。 

シェアサイクル 

 月島や勝どき、晴海での移動の他、隣接区の鉄道駅との移動にシェアサイ

クルが利用されている。 

 シェアサイクルポート数や自転車台数の増加により利便性が向上した場

合、シェアサイクルの利用意向がある人が多い。 
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区では人口増加等に伴い交通需要は、今後も増加することや自転車が日々の生活

に利用されている状況を踏まえ、「自転車」の位置付けを整理します。区における

「自転車」とは、これまで自転車を利用しなかった人にとっては「新たな移動手段

の選択肢」として、これまでも利用していた人にとっては「さらに便利・快適な移

動手段」として位置付けることで、公共交通の需要が増加する地域での快適な移動

や、日々の移動の利便性を向上させるものとなります。 

一方、区内には歩行者空間が中心の地域がある他、荷捌き駐車が多い業務中心の

地域も多数存在しており、このような場所では歩行者や自動車にも留意して、安全

に通行できるよう、路上駐輪の削減や自転車通行空間の整備等が必要です。そのた

め、自転車の活用推進に関する施策に取り組む上では、地域特性を考慮しながら、

安全かつ安心・快適に歩行者、自転車、自動車が共存できる環境を構築していきま

す。 
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本区の現状より、自転車利用時の課題を３つの観点により整理しました。 

これらの課題に対応していくために、次章から本計画の目標や施策等を設定します。 

 

＜自転車の安全利用意識にまつわる課題＞ 

 自転車利用者がルールをしっかりと認識し遵守するような意識・環境づくり

が必要。 

 自転車利用を取り巻く自動車ドライバー等の自転車通行に関する理解の促進

が必要。 

＜自転車の利用環境にまつわる課題＞ 

 歩行者と自転車が分離され、かつ路上駐停車を考慮した連続する自転車通行

空間の整備が必要。 

 各施設の用途を踏まえた駐輪場の整備が必要。 

 路上駐輪自転車の削減に向けた撤去・指導、広報啓発の推進が必要。 

＜自転車の活用にまつわる課題＞ 

 区民や来街者の移動手段として自転車を選択できるよう、シェアサイクルポ

ートの増設等が必要。 

 自転車と公共交通の相互利用による回遊ネットワークの充実が必要。 

 適正な自転車利用を促す広報の充実が必要。 
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第３章 

自転車の活用推進に 

関する目標および施策 

１ 基本目標 

２ 個別目標 

３ 施策体系 

４ 具体的な取組 
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第 2 章で整理した現状と課題を踏まえ、本計画における目標を以下の通り定めます。 

 
 

 

本計画における基本目標を踏まえ、以下の３つの個別目標を定めます。各個別目標

におけるポイントを併せて整理しています。 

 

 

自転車利用者はもとより、同じ道路空間を利用する歩行者や自動車等に対しても自

転車の走行ルールに関する認識や、安全利用意識を共通して持ってもらえるような取

組を推進します。 

 

 

歩行者、自転車、自動車等が共に安全かつ快適に通行できる環境を創出するため、

自転車通行空間の整備や、各施設等の需要に応じた駐輪環境の整備を推進します。 

 

 

シェアサイクルのさらなる普及促進や自転車と公共交通の相互利用等により、様々

な場所へのアクセスを向上させるとともに、自転車関連情報の積極的な発信により、

多様な目的に応じて自転車を適正に利用できるように取り組みます。 
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３つの個別目標に従い、展開する施策を以下のように定め、次項から施策体系の具

体的な取組内容を示していきます。各取組は、これまでの自転車施策の状況や、自転

車にまつわる課題などを踏まえて設定しています。さらに、具体的な取組の中から、

重点的な取組であり、今後計画の推進を先導する役割を担う「重点事業」を設定しま

す。 
 

＜施策体系＞                                                   赤字：重点事業 
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自転車の安全利用の促進と、通行ルールの周知を図るため、 「自転車安全利用五則」

（令和４年 11 月改訂版）の広報啓発を行うとともに、自転車の通行ルールや安全な乗

り方を学習できる交通安全教室を実施していきます。安全教育は、全世代を対象に、

各世代に適した、分かりやすく理解してもらえる内容とするとともに、自動車運転免

許証を取得していない人への通行ルールの周知や子ども乗せ自転車を利用する際の安

全啓発等に取り組んでいきます。 
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※スケアードストレイト方式：自転車事故の恐ろしさと責任を体験してもらうための、 

スタントマンによる交通事故再現 

 
 安全意識の醸成 

 日常的にポスターや、HP により、自転車安全利用五則や、ながらスマホ禁止等を周知する他、毎月 10 日の

交通安全日や春秋の全国交通安全運動では、警察署等の関係機関と連携をして啓発グッズ等の配布による

安全意識の向上を図ります。 
 輪トレ（りんトレ） 

 自転車の安全利用教育を推進するため、事故事例やルール・マナーの学習に加えて、発進や停止、障害物

を避けるなどの自転車走行の体験学習が可能なスマートフォン・タブレット向けアプリを周知します。 

 
画像出典：東京都生活文化スポーツ局 
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 ヘルメット着用の促進 

 自転車事故による死亡者の多くが頭部に致

命傷を受けていることから、ヘルメット着用の

重要性について HP やチラシ配布等による広

報啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 
  

 






 

頭部

1,116

55.7%頸部

163

8.1%

胸部

248

12.4%

腰部

91

4.5%

脚部

16

0.8%

腕部

6

0.3%

その他

365

18.2%

合計2,005人

自転車乗車中死者の人身損傷主部位別
（致命傷の部位）（H30～R4年合計）

※「その他」とは、
顔部、腹部等をいう。

0.27

0.58

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

着用 非着用

自転車乗用中の

ヘルメット着用状況別の致死率

約2.1倍
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自転車利用に伴う加害事故を起こした場合に備えて、自転車損害賠償保険への加入

を促進していきます。加入の促進にあたっては、自転車事故の損害賠償責任に対する

意識の向上を図るとともに、保険への加入方法や保険加入状況を利用者自身が適正に

把握する必要があります。このため、チラシやポスター、HP 等の広報媒体の活用や交

通安全教室等の機会を捉え、自転車損害賠償保険等の必要性や加入方法を周知するた

めの広報啓発を実施します。 

 

 

 

 

 
  








イラスト検討中 

自転車事故の加害者となってしまい、 

賠償責任を負ったイラスト 
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自転車やヘルメットを購入する際には安全性の高い製品や体のサイズに合った製品

を選べるように、HP やポスター等で自転車安全整備店の広報を行い、SG マーク付き

等の安全性の高いヘルメットの着用及び購入の普及啓発を図っていきます。 
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①点検を促す広報啓発 

自転車の整備不良が原因となって発生する交通事故を防止するため、HP やポス

ター等で、自転車の点検・整備を促す広報啓発を行います。 
 

②TS マーク取得費用の助成 

自転車利用者が定期的に自転車の点検整備を受け、自転車の安全な利用を心掛け

る機運を醸成するため、区内の自転車安全整備店において、整備を受けた自転車に

貼付されるＴＳマーク（付帯保険）を取得した区民に対しての助成を行い、自転車の

定期的な整備を促します。 
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イラスト検討中 

自転車の整備不良により、 

危険な思いをしているイラスト 

30万円100万円50万円
死亡もしくは

重度後遺障害
損害補償

1万円10万円5万円入院（15日以上）

死亡・重度後遺障害
限度額1,000万円

死亡・重度後遺障害
限度額1億円

死亡・損害
限度額1億円

賠償責任補償
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正しい自転車の乗り方が身に着けられるよう、休日の小学校の校庭を活用した、保

護者とともに自転車の練習を行うことができる場所を設けます。合わせて、自転車の

通行ルールを学べる機会を創出していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

イラスト検討中 

校庭を活用した自転車練習場所 

の確保のイラスト 
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学校において、教職員が児童・生徒に対して、自転車に関する交通安全教育ができ

るよう、教職員へ向けた安全啓発を実施します。 

 

 
 

①横断幕の設置 

横断幕を用いた広報物を歩道橋等に設置するなど、区民に限らず、区内を通過する

自動車ドライバーへ向けた自転車の車道通行への理解の促進や注意喚起を図ります。 
 

②バス・タクシー事業者への周知 

自転車と事業車両との事故を減らすため、バス・タクシー事業者へ自転車の車道通

行に対する認識や理解を高めます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

イラスト検討中 

歩道上の横断幕による注意喚起の 

イメージのイラスト 

+ 

自動車ドライバーが自転車の車道通行を 

理解しているイラスト 
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①計画的な整備 

第４章で定める「中央区自転車ネットワーク整備方針」に基づき、歩行者・自転車・

自動車がともに安全に通行できるよう、自転車の車道通行を原則とした、地域の実情

に応じた自転車通行空間の整備を計画的に行います。 
 

②自転車通行帯の条例規定 

「中央区道における道路構造の技術的基準に関する条例」に、自転車通行帯の道路

構造に関する技術的基準を追加していくことを検討します。 

 

※①において、Ⅲ期部分はまちづくりの動向等を踏まえ、令和 16 年度以降に整備 

 
 

区内は、荷捌きに伴う駐車需要が多く、さらにはバス交通が発達するなど、道路上

にパーキングメーターやバス停留所が数多く設置されており、車道上での自転車通行

空間の整備にあたっては、これらを考慮する必要があります。 

そこで、本区の地域特性に応じて、効果的に安全な自転車通行空間を整備するため、

一部区間における試験的な整備による検証を行うなど、交通管理者と連携し、整備の

在り方を検討します。 
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①駐輪場の広報 

区内には、区立駐輪場をはじめ、再開発事業等により整備した公共的駐輪場、さら

には道路上を活用した民設民営の駐輪場等、さまざまな駐輪場が整備されています。

これらの駐輪場の総合的な情報発信を行い、既存駐輪場の利用を促します。 
 

②路上駐輪自転車に対する区立駐輪場への誘導 

自転車を路上に駐輪しようとする人や、路上駐輪自転車に対して、リーフレット等

を用いて、近隣の駐輪場の位置や、一時利用ができる駐輪場の利用方法を説明するな

ど、駐輪場の利用を促します。 
 

③駐輪場の運営に関する検討 

区立駐輪場等の利用状況や周辺の路上駐輪状況を把握し、利用実態に合わせた料金

設定や、利用資格等を検討します。今後の方向性については、第５章で定める「中央

区路上駐輪対応方針」に基づき、検討します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

イラスト検討中 

買い物等で、自転車を 

駐輪場に停めるイラスト 
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第５章で定める「中央区路上駐輪対応方針」に基づき、民間施設内等での駐輪場の設

置の促進や、広幅員の歩道等、公共用地を有効に活用した駐輪場の整備に向け、事業者

や道路管理者等と連携・調整を図っていきます。なお、施設の整備・運営にあたっては、

「中央区公共施設等総合管理方針 2022」に準拠し、既存施設の転用や、民間活力等を検

討します。 
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①路上駐輪自転車に対する啓発 

駅や商店街等で歩行者の通行やまちのにぎわいを妨げている路上駐輪自転車の削減

を図るため、日常的な広報啓発活動を行うほか、関係機関と協力して、「駅前放置自転

車クリーンキャンペーン」を展開し、路上駐輪防止の広報啓発活動の拡充を図ります。 
 

②路上駐輪自転車に対する指導・撤去 

放置禁止区域内に放置された自転車については、警告の上、即日撤去を行っていま

す。また、放置禁止区域外に放置された自転車については、一定期間、注意札・警告札

を貼付した後に撤去を行うとともに、撤去した自転車に対して、撤去・保管手数料の徴

収（3000 円）を行うことで、自転車の路上駐輪の防止に努めています。 

特に路上駐輪自転車の多い地域では、道路の通行を確保するため、放置自転車の整

理や指導を行うとともに、対象地域は、路上駐輪自転車の実態を勘案し、適宜見直して

いきます。 

また、駅周辺はもとより、それ以外の区域においても、駐輪場設置の推進や放置禁止

区域を指定するなどの対策を進められるよう「中央区路上駐輪対応方針」に基づき、地

域の実情に応じた施策を検討していきます。 

 

 

 

 
  

 



 

64 

 

 
 

 

区内には様々な事業者によるシェアサイクルが運営されており、利用環境の向上を

図っています。今後も民地内での空きスペースや、道路、公園等の公共用地の活用、

大規模開発の機会を捉えたポートの設置の促進に向けて連携や要請をしていきます。 

 

 
 

①広域連携 

ドコモ・バイクシェアでは、利便性の向上を図るため、周辺区と自転車の相互乗り

入れを実施し、令和５年８月時点で、16 区（中央区、千代田区、港区、新宿区、文京

区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、

練馬区、台東区）となっています。今後も他自治体と連携し、シェアサイクルの広域

的な利用による利便性の向上に取り組んでいきます。 
 

②シェアサイクルの広報 

日常利用や、休日の観光利用等への様々な場面での活用が期待できるシェアサイク

ルについて、HP やリーフレットを用いた広報を推進していきます。 
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公共交通を補完し、回遊性を向上させるため、公共交通とシェアサイクルの相互利

用を促進します。 

また、本区では、都内随一の水辺空間を活かした回遊性の高いテラスや、防災性の

高い船着場等が整備されており、水上交通のさらなる活性化に向けた検討を進めてい

ます。そこで、水上交通と自転車が結節できるよう、船着場周辺におけるシェアサイ

クルポートの設置を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シェアサイクルを安全かつ快適に利用できる環境整備に向け、シェアサイクル事業

者に対して、積極的なメンテナンスや、車両の整備不良の際、利用者が事業者へ通報

出来るアプリサービスの周知等を働きかけます。 

 

 
  

イラスト検討中 

公共交通とシェアサイクルポートが 

接続しているイラスト 
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日常生活、観光、業務等の多様な目的に応じて、自転車を適正に利用できるよう、

駐輪場、放置禁止区域、自転車通行空間等の自転車に関する総合的な情報が記載され

たマップを作成し、区ホームページへの掲載や、公共施設・観光施設等への掲示をし

ていきます。 

 

 
 

東京都自転車活用推進計画（令和３年５月）では、取組の一環として、「自転車通行

空間の整備状況」等に関するオープンデータ化の検討を掲げています。本区において

も、駐輪場の空き情報や、地域特性を考慮した自転車通行空間等についても、オープ

ンデータ化が出来るよう、都と連携を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イラスト検討中 

自転車利用者がオープンデータ化されている 

自転車情報をアプリ等で確認している 

イラスト 
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第４章 

中央区自転車 

ネットワーク整備方針 

１ 中央区自転車ネットワーク整備方針の概要 

２ 自転車ネットワーク路線の選定 

３ 整備スケジュールの設定 

４ 整備方法の選定 
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国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（平成 28 年 7 月）では、安

全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的に整備することを目的に、自転車ネット

ワークを構成する路線（自転車ネットワーク路線）の選定や、その路線の整備方法の

選定等についての手順をまとめています。 

区においても、国のガイドラインを勘案しながら、区の道路構造等の実情に合わせ

て、自転車通行空間の整備を推進していくために自転車ネットワーク整備方針を策定

します。 

方針を基に、自転車通行空間の整備を推進することで、歩行者、自転車、自動車が

ともに安心・安全・快適に通行できる交通環境の実現を目指します。 
 

中央区自転車ネットワーク整備方針では、交通状況等を踏まえて、自転車ネットワ

ーク路線を選定し、計画的に整備することで早期にネットワーク効果を発現できるよ

う、整備スケジュールを設定するとともに、各路線の整備方法を選定するに当たって

の基本的な考え方を示していきます。 

本方針は、区道を対象とします。国道及び都道については、各道路管理者がそれぞ

れの計画を基に整備を行いますが、区では本方針に基づき、連続したネットワークの

形成が図れるよう、各道路管理者と連携を図っていきます。 
 

整備は、図 4-1 の手順で進めます。自転車ネットワーク路線を選定後、整備スケジ

ュールの設定、整備方法の選定、交通管理者等との協議を踏まえ、実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4-1 自転車ネットワーク路線の整備の流れ  

本方針の範囲 
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本方針では、自転車の主要動線となり得る連続した道路を「自転車ネットワーク路

線」として選定します。 

自転車ネットワーク路線の選定にあたっては、車線数等の道路構造から【抽出基準】

を設定し、自転車ネットワーク候補路線を抽出します。 

一方で、商店街等の歩行者が中心となる道路・エリアや、幅員の比較的狭い生活道

路等の通過を目的とする自転車を誘導すべきでない道路は、自転車ネットワーク路線

から除外する【要件】に設定します。 

以上の考え方に従い、図 4-2 の選定手順により自転車ネットワーク路線を選定しま

す。自転車ネットワーク候補路線の抽出基準１～３に該当する道路を図 4-3～図 4-6、

自転車ネットワーク路線としない道路の要件１～２に該当する道路を図 4-7 に示しま

す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-2 自転車ネットワーク路線の選定手順  

※行き止まり道路や生活道路等で、通過を目的とする自転車を誘導すべきでない道路を選

定。 
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図 4-3 往復２車線以上の道路 
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図 4-4 2 車線以上の一方通行の道路  
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図 4-5 【基準１、２】を補完し、ネットワークを形成する道路 

      隣接する他区の自転車ネットワーク路線と連続できる道路 
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図 4-6 抽出基準１～３に該当する道路 
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図 4-7 自転車ネットワーク路線から除外する道路 
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選定手順に基づき選定された路線を自転車ネットワーク路線とし、図 4-8 に示しま

す。図には国道及び都道を参考として掲載しており、国道及び都道の自転車通行空間

は、各道路管理者によって、計画的に整備が進められています。 

 
図 4-8 選定した自転車ネットワーク路線（国道及び都道含む） 



 

76 

区の自転車ネットワーク路線を図 4-9 に示します。 

図 4-9 選定した自転車ネットワーク路線 
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「２ 自転車ネットワーク路線の選定」において、選定した自転車ネットワーク路線

を対象とします。 
 

計画的に整備を進めるため、路線ごとにⅠ期（2024～2028 年度）、Ⅱ期（2029～2033

年度）、Ⅲ期（2034 年度以降）の整備時期を設定します。早期にネットワーク効果が

発現できる区間や、道路改修工事等の他事業と合わせて、整備可能な区間を優先的に

整備するとともに、再開発事業等の機会を捉えて中⾧期的に整備を行っていきます。 

スケジュールの設定方法は以下のとおりです。 

 

■ Ⅰ期の路線の選定 

① Ⅰ期の期間に予定している道路改修工事や、電線共同溝等の他事業と合わせて整
備が可能な区間。 

② 既に、車道上に自転車ナビマーク・ナビラインが整備されている区間と連続し、ネ
ットワーク化が図れる区間。 

 

■ Ⅱ期の路線の選定 

③ Ⅱ期の期間に予定している道路改修工事や、電線共同溝等の他事業と合わせて整
備が可能な区間。 

④ Ⅰ期の整備路線以外で、現状の車道幅員内で、整備が可能な区間。 
 

■ Ⅲ期の路線の選定 

① Ⅲ期の期間に予定している道路改修工事、電線共同溝、再開発事業等の他事業と合
わせて整備が可能な区間。（今後の検討も含む） 

② 歩道上に自転車通行空間が整備されている区間。 
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設定した整備スケジュールは、Ⅰ期（2024～2028 年度）に整備する路線は約 11.6km、

Ⅱ期（2029～2033 年度）に整備する路線は約 11.1km、Ⅲ期（2034 年度以降）に整備

する路線は約 10.3km です。整備スケジュールを路線ごとに図 4-10 に示します。 

 
図 4-10 整備スケジュールの設定結果 
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Ⅰ期整備予定路線の概況を表 4-1 に示します。今後、交通管理者との協議を行いな

がら、令和 10（2028）年度までの整備を進めていきます。 

表 4-1 Ⅰ期整備予定路線 

 
 

※Ⅰ期整備予定路線は、周辺環境等の状況により変更する可能性があります。 

※規制速度は、区の現地調査によるものです。 

※幅員は、代表断面の認定幅員を採用しており、現状と異なる場合があります。 

  

番号 路線名称 愛称名 通行 規制速度

全幅 歩道幅員 歩道幅員

（道路幅員） （片側1） （片側2）

1
特別区道中日
第1号線

水天宮通り、
人形町通り

一方、相互
40km/h、50km/h、

60km/h
21.93 14.23 3.80 3.90

2
特別区道中日
第5号線

- 一方 40km/h 16.00 6.00 5.00 5.00

3
特別区道中日
第6号線

金座通り 相互 30km/h、40km/h 22.00 15.00 3.50 3.50

4
特別区道中日

第7号線
平成通り 相互 40km/h 20.00 12.40 3.50 4.10

5
特別区道中日

第164号線

織物中央通り、

東日本橋三丁目中央通り
一方 30km/h 11.00 7.00 2.00 2.00

6
特別区道中日

第285号線
さくら通り 一方、相互 30km/h 15.00 8.00 3.50 3.50

7
特別区道中日
第309号線

- 相互 30km/h、60km/h 15.00 9.00 3.00 3.00

8
特別区道中日
第325号線

- 相互 60km/h 15.00 9.00 3.00 3.00

9
特別区道中京
第402号線

鍛冶橋通り 相互 50km/h 22.00 15.00 3.50 3.50

10
特別区道中京

第409号線
平成通り 相互 40km/h 18.48 12.02 3.20 3.26

11
特別区道中京

第410号線
居留地中央通り 相互 30km/h、60km/h 15.00 9.70 2.65 2.65

12
特別区道中京

第411号線
居留地中央通り 相互 30km/h 11.00 6.00 2.50 2.50

13
特別区道中京

第412号線
- 相互 40km/h 18.07 10.47 3.80 3.80

14
特別区道中京
第413号線

鉄砲洲通り 相互 40km/h 15.00 9.70 2.65 2.65

15
特別区道中京
第584号線

明正通り 一方 30km/h、60km/h 11.00 6.00 2.50 2.50

16
特別区道中京
第605号線

銀座桜通り 相互 40km/h 15.00 10.00 2.50 2.50

17
特別区道中京

第625号線
- 相互 30km/h、40km/h 15.00 9.70 2.65 2.65

18
特別区道中京

第689号線
- 一方 30km/h 14.40 6.60 3.00 4.80

19
特別区道中月

第803号線
- 相互 40km/h 25.00 16.00 4.50 4.50

20
特別区道中月

第807号線
- 相互 40km/h 15.00 9.00 3.00 3.00

21
特別区道中月
第810号線

さざなみ通り 一方、相互 30km/h 10.91 6.01 2.45 2.45

22
特別区道中月
第812号線

- 相互 60km/h 20.00 12.00 4.00 4.00

23
特別区道中月

第881号線
- 相互 40km/h 18.00 9.00 4.50 4.50

幅員（代表断面）（ｍ）

車道幅員
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ナビマーク・ナビラインの整備が完了している区間にⅠ期の整備路線を加えた自転

車ネットワーク状況を図 4-11 に示します。 
 

 
図 4-11 Ⅰ期・ナビマーク・ナビライン整備済区間  
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Ⅰ期整備路線及びナビマーク・ナビラインの整備が完了している区間にⅡ期の路線

を加えた自転車ネットワーク状況を図 4-12 に示します。 
 

 
図 4-12 Ⅰ期・Ⅱ期・ナビマーク・ナビライン整備済区間  
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Ⅲ期までの全ての路線を整備した後の自転車ネットワーク状況を図 4-13 に示しま

す。 
 

 
図 4-13 Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・ナビマーク・ナビライン整備済区間 
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自転車ネットワーク路線の整備は、国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド

ライン（平成 28 年 7 月）」に基づき、車道上を基本とし、今後、交通管理者等との協

議により決定していきます。 

下記に整備方法の一例を図 4-14 に示します。 
 

 
図 4-14 ガイドラインに示された整備方法 
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※1 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成28 年7 月） 
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自転車ネットワーク路線の整備方法の選定に当たり、４つの方向性を整理しました。 
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【参考】基本的な整備方法の選定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 整備方法の選定方法のイメージは、ガイドラインを参考にした選定方法の基本的な流れを示し

ています。 
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第５章 

中央区路上駐輪対応方針 

１ 中央区路上駐輪対応方針の概要 

２ 自転車の路上駐輪状況調査 

３ 路上駐輪の削減に向けた課題 

４ 路上駐輪への対応 

５ 路上駐輪の削減に向けた方向性 
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道路上に駐輪された自転車は、高齢者や子ども、障害のある方等の歩行者の通行の

妨げとなり、怪我の原因や、災害時の活動の支障となります。1 台の路上に駐輪された

自転車が他の自転車を誘発し、多くの路上駐輪自転車を発生させることもあり、路上

駐輪に対し、積極的に対応していく必要があります。 

区では、「中央区自転車の放置防止に関する条例」に基づき、関係機関と連携し、道

路上にある自転車の撤去や、路上駐輪を防止する啓発、駐輪場の設置を行っています。 

しかしながら、近年の人口増加等により、駅前放置自転車台数はもとより、駅から

離れた買い物や通院等の短時間利用による自転車の路上駐輪が目立つようになってき

ています。 

路上の放置自転車の削減に向け、効果的に対応していくために、区内全域における

現状の駐輪状況を把握し、今後の対策の方向性を「中央区路上駐輪対応方針」として

整理しました。 

 

 
図 5-1 駅前放置自転車台数の推移 

出典：駅前放置自転車等の現況と対策（東京都）を基に作成 

 
図 5-2 路上駐輪の状況例 

（台） 
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区内の駐輪状況を把握するため、道路上にある自転車の台数の調査（路上駐輪台数

調査）と駐輪場の利用台数の調査（駐輪場利用台数調査）を行いました。 
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路上駐輪台数を、区内を 100ｍ四方に区切った区画ごとに色分けし、図 5-3 に示し

ます。 

路上駐輪台数は、東日本橋、人形町、茅場町、銀座、築地、明石町、新川で多い状況

です。八重洲、勝どき、晴海では他の地区と比べて少ないものの、区画内では、1～5

台の放置自転車が路上に置かれている状況です。 

 
図 5-3 区内の路上駐輪の状況  

東日本橋

人形町

茅場町

銀座

築地
月島

勝どき
晴海

明石町

新川

八重洲
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鉄道駅と路上駐輪台数の関係を図 5-4 に示します。 

路上駐輪台数は、馬喰町駅・馬喰横山駅・東日本橋駅周辺や茅場町駅、東銀座駅周

辺で多い傾向です。また、駅から離れた明石町や新川でも路上駐輪台数が多くなって

います。 

 
図 5-4 駅周辺の路上駐輪の状況  
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放置禁止区域と路上駐輪台数の関係を図 5-5 に示します。 

放置禁止区域内では、路上駐輪台数は少ない傾向であり、放置禁止区域を指定する

ことは路上駐輪台数の削減に効果があると考えられます。一方で、放置禁止区域の境

界にあたる放置禁止区域外の一部の区画で、路上駐輪台数が多くなっています。 

 
図 5-5 放置禁止区域の路上駐輪の状況 
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調査した駐輪場を図 5-6 に示します。区立駐輪場 22 カ所、民営駐輪場 22 カ所を調

査しました。 

 

 
図 5-6 駐輪場調査箇所 

  

※駐輪場の設置場所「その他」は、歩道上を除いた、公共用地や、民間施設等の敷地内（地上）に整備さ
れた駐輪場。 
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調査実施日における一時利用・定期利用を合わせた駐輪場の利用率と、路上駐輪台数

の関係を図 5-7 に示します。 

八重洲等の歩道上にある駐輪場は利用率が高く、地下にある駐輪場は歩道上に設置

した駐輪場と比較すると利用率が低い傾向にあります。銀座、明石町、新川での路上駐

輪台数が多い区画の近くには駐輪場が少ない状況です。東日本橋では、駐輪場の利用率

が高く、路上駐輪台数も多いことから、駐輪場が不足傾向です。月島では、路上駐輪台

数が多くある区画の近くには駐輪場があり、この駐輪場の一時利用と定期利用の利用

率を比較すると、一時利用は多く利用されているものの、定期利用は一時利用より利用

率は低い状況です。 

 
図 5-7 駐輪場の利用状況  
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区内の主要な観光施設等の魅力拠点と路上駐輪台数の関係を図 5-8 に示します。 

日本橋問屋街、築地場外市場、聖路加タワー等の買い物ができる魅力拠点では、路

上駐輪が多い傾向です。 

また、スーパーマーケット・コンビニエンスストア等の生活利便施設の近くで路上

駐輪が多くなっています。 

 
図 5-8 魅力拠点周辺における路上駐輪の状況  
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調査結果を踏まえ、路上駐輪が多い区画の特性について、駐輪環境および周辺環境

から整理しました。路上駐輪が多い区画を図 5-9、表 5-1 に示します。 

 
図 5-9 路上駐輪台数上位区画 

  

①

③

⑤

⑥

⑩
⑦

⑧

⑨ ⑪

⑫

⑬

②

④
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表 5-1 路上駐輪台数上位区画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※それぞれの該当区画もしくは、隣接の区画内にある鉄道駅。 

 

 

 

表 5-2 駐輪設置有無と放置禁止区域の指定の有無 

※駐輪場の設置が「有」には、駐輪場の利用率が高く、駐輪ができない状態も含む。 
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駐輪場の設置や、放置禁止区域の指定の有無により、路上駐輪特性を３つに分類し、

特性ごとに課題を整理しました。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

表 5-3 路上駐輪特性の分類 
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路上駐輪自転車の削減に向けた対応として、第３章の施策２－２（１）～（３）に

記載のとおり、既存駐輪場の利用の促進、駐輪場の設置の推進、啓発・指導・撤去を

合わせて取り組んでいきます。また、国や都とも連携して各施策に取り組むことで、

区内の、路上駐輪自転車の削減を目指します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

区立清杉通り駐輪場▶ 

放置自転車の撤去作業▶ 

江戸バス車内での駐輪場周知▶ 
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路上駐輪の削減に向けた対応をより効果的なものとするため、今後の取組や検討事

項を４つの方向性として、具体的に示していきます。 
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出典：国土交通省 平成 18 年 11 月通達 
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第６章 

計画の推進 

１ 推進体制 

２ ＰＤＣＡサイクルによる評価・改善 

３ 評価指標 

４ 計画の推進（ロゴマーク） 
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計画の推進体制として、国、都、警察等の関係行政機関や、区民、事業者を含めた

関係者と本計画の目標を共有し、連携を図りながら施策を展開していきます。 
 

 

計画を着実に推進し、実効性のある計画としてくため、「PDCA サイクル」に基づき、

目標の達成に向け、施策の進捗状況や効果について定期的に評価を行います。計画期

間中にあっても、施策の進捗状況や効果、社会情勢の変化等に応じて、各施策や自転

車ネットワーク整備方針、路上駐輪対応方針の見直しを含め、継続的な改善を図って

いきます。 

 
 

 
図 6-1 PDCA サイクル 
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本計画では、計画の進捗状況を測るための目安として、次の評価指標を設定します。

指標は区の現状や取組の実施状況を施策ごとに設定し、評価を行っていきます。 

 
表 6-1 評価指標 
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本計画を推進するにあたり、関係行政機関、区民、事業者が本計画に愛着をもち、

積極的に自転車施策に取り組んでもらえるよう、計画の愛称名とロゴマークを作成し

ました。愛称名は、３つの個別目標、自転車利用、さらに中央区の頭文字が「C」であ

ることから、本計画を「C PLAN」とし、本計画に基づき、施策を実施する際には、下

記のロゴマークを使用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

C PLAN
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第７章 

今後の展望 

１ 今後の展望 
２ ⾃転⾞を活⽤したまちの将来イメージ 
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本計画では、中央区の⾃転⾞に関する現状の分析結果から課題を整理しました。そ
して、基本⽬標を「⾝近な移動⼿段である⾃転⾞を活⽤し、より豊かな⽣活を実現」
とし、「安全意識」、「快適な利⽤環境」、「交通の利便性向上」の３点から個別⽬標と、
⽬標に向けた施策を設定しました。 

⽬標１「安全意識を⾼め、事故のない⾃転⾞利⽤を促進」に向けては、安全教育を
実施するとともに、⾃転⾞の点検整備の促進に取り組んでいきます。⽬標２「歩⾏者、
⾃転⾞、⾃動⾞が共に安⼼して快適に通⾏できる環境を創出」では、⾃転⾞通⾏空間
や、駐輪場の整備を⾏っていきます。さらに、⽬標３「⾃転⾞の利⽤により、交通の
利便性向上」では、シェアサイクルの普及や、⾃転⾞と公共交通・⽔上交通との結節
に取り組んでいきます。 

なお、⽬標の達成には、区はもとより、国、都、警察等の関係⾏政機関との連携や、
区⺠、事業者を含めたすべての関係者の理解・協⼒が不可⽋です。すべての関係者が
⽬標を共有し、第２章で述べた課題解決に向けた取組を継続的・積極的に実施してい
くことで、“地域の特性に合った安⼼して⾃転⾞と共存できるまち”へと近づけること
ができます。 

次⾴では、本区の考える “地域の特性に合った安⼼して⾃転⾞と共存できるまち”を
地域特性に応じた⾃転⾞の活⽤場⾯や、区内全域に広がる⾃転⾞ネットワーク等のイ
メージを描写することにより将来像を表現しています。 

歩⾏者、⾃転⾞、⾃動⾞が安全かつ安⼼・快適に通⾏できるまちとなるよう、⼀歩
⼀歩、⾃転⾞施策に取り組んでまいります。 
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参考資料 

１ アンケート調査の概要 
２ ⽤語集 
３ ⾃転⾞活⽤推進計画策定委員会・審議経過 
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「中央区⾃転⾞活⽤推進計画」の検討に当たり、区内における⾃転⾞の利⽤実態や
利⽤者の意識を把握するため、アンケートを実施しました。 

 

・無作為に抽出した区⺠ 2000 ⼈（調査票を郵送送付） 
・駐輪場利⽤者 400 ⼈（駐輪場にて調査票を配布） 
 

・WEB 回答（QR コード、URL からのアクセス） 
・はがき回答 
 

 

令和４年１０⽉２４⽇（⽉）〜１１⽉１８⽇（⾦） 
 

７２９件（WEB 回答 ４４１件、はがき回答 ２８８件） 
  

アンケート調査実施概要 
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 用語 記載頁 解説 

B BRT 14 

Bus Rapid Transit の略。連接バス、バス専⽤道路、
IC カードシステム、道路改良等により、軌道系鉄
道と⽐較しても遜⾊のない機能を有し、かつ柔軟性
を兼ね備えたバスをベースとした都市交通システ
ムを指す。 

ア 駅勢圏 15 

鉄道を利⽤する際に、その駅を選択すると考えられ
る⼈が存在する範囲を指す。鉄道駅を中⼼とし、あ
る距離を半径とした円を駅勢圏として決定するこ
とが多いが、住⺠の意識や地域の特⾊にも影響され
る。本誌では、交通弱者の利便性を考慮し、駅から
300m の範囲としている。 

 
駅前放置⾃転⾞
クリーンキャン
ペーン 

63 
駅前において、放置防⽌の⾏動に繋げてもらうた
め、関係機関と連携・協⼒して⾏う取組。 

 オープンデータ 22、23、24、50、66 

国、地⽅公共団体及び事業者が保有する官⺠データ
のうち、国⺠の誰もがインターネット等を通じて容
易に利⽤（加⼯、編集、再配布等）できるよう、次
のいずれの項⽬にも該当するかたちで公開された
データ。 
1.営利⽬的、⾮営利⽬的を問わず⼆次利⽤可能なル
ールが適⽤されたもの 
2.機械判読に適したもの 
3.無償で利⽤できるもの 

カ 回遊性 65 
来街者にあちこちを遊覧して回るような移動を促
す街の性質。 

 
コミュニティバ
ス（江⼾バス） 

14 

公共交通による移動が不便な地域の解消等を図る
ため、市町村等が主体的に計画する乗合バスのこ
と。中央区ではコミュニティバスとして、江⼾バス
が平成 21 年から運⾏を開始している。 
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 用語 記載頁 解説 

 
公共交通不便 
地域 

15 

公共交通による移動が不便な地域であり、鉄道駅や
バス停から⼀定距離以上離れた地域を指す。本誌で
は、鉄道の駅勢圏 300m の範囲と、都営バス（⽚道
51 本/⽇以上）の圏域 200m の範囲の両⽅から外れ
た地域としている。 

サ 再開発事業 10、61、77 

不⾜している道路・公園等の公共施設を計画的に整
備するとともに、良好な⽣活環境を整えた都市型住
宅の供給や、業務施設の近代化を図るなど、安全か
つ快適な⽣活空間を創出する総合的まちづくりの
こと。 

 シェアサイクル 
21、41、42、43，44、
45、47、49、50、64、
65、108、111 

地域内で⾃転⾞を共有するシステムで、貸出・返却
のための拠点（サイクルポート）を複数設置し、ど
のサイクルポートでも⾃由に乗り降りできるもの。 

 商業地域 46 
銀⾏、映画館、飲⾷店、百貨店などが集まり、住宅
や⼩規模の⼯場も⽴てることが可能な地域。 

 
⾃転⾞損害賠償
保険 

29、45、50、54、108 
⾃転⾞の利⽤によって他⼈の⽣命⼜は⾝体が害さ
れた場合における損害賠償を補償することができ
る保険⼜は共済。 

 
整備⽅法 
（⾃転⾞通⾏ 
空間） 

30、68、83、84、85、
86、87、88、89 

国のガイドラインに基づいた⾃転⾞通⾏空間の整
備⼿法であり、⾃転⾞道、⾃転⾞専⽤通⾏帯、⾞道
混在がある。交通量や⾃転⾞利⽤状況や地域の特性
に応じて整備。 

タ ⼟地利⽤現況図 
7 
 

都市計画法及び国⼟利⽤計画法に基づいて、おおむ
ね 5 年ごとに⾏なう⼟地利⽤現況調査の結果とし
て、⼟地及び建物の⽤途を整理したもの。 

 道路交通法 4、28、53、84、85 

道路における危険を防⽌し、その他交通の安全と円
滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防⽌に
資することを⽬的にした法律で、歩⾏者の通⾏⽅法
や⾞両及び路⾯電⾞の交通⽅法、運転者の遵守事
項、道路における禁⽌⾏為などの交通規則等を定め
ている。 

 道路構造令 85 
道路法の規定に基づき、道路を新設、改築する場合
において、道路構造の技術的基準を定めた政令。 
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 用語 記載頁 解説 

 道路法 84、104 

道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指
定及び認定、管理、構造、保全、費⽤の負担区分等
に関する事項を定め、交通の発達に寄与し、公共の
福祉を増進することを⽬的にした法律。 

ナ 
ナビマーク・ 
ナビライン 

30、31、32、77、80、
81、82、86、89 

ナビマークは、⾃転⾞を通⾏する⼈を表したピクト
グラムを、ナビラインは⾃転⾞の進⾏⽅向を表す⻘
⾊の⽮⽻根型のマークを指す。⾃転⾞が通⾏すべき
部分と進⾏⽅向を表⽰することにより、⾃転⾞が⾞
道左端に寄って通⾏することを励⾏するとともに、
同⼀⾞線内を通⾏する⾃動⾞等に対して⾃転⾞保
護を促す。 

 荷捌き 46、60、87 

貨物や荷物の処理・整理をすること。中⼼市街地に
おける荷捌きとは、路上や建物内の駐⾞場で貨物⾞
から荷物をおろしたり、最終届け先ごとに仕分ける
などの作業を指す。 

ハ 
パーソントリッ
プ調査 

16、17、18、19 

「どのような⼈が」「どのような⽬的で」「どこか
らどこへ」「どのような交通⼿段で」移動したかな
どを調べるもの。鉄道や⾃動⾞、徒歩といった各交
通⼿段の利⽤割合や、交通量等を求めることが出来
る。 

 昼間⼈⼝ ２ 

昼間にその地域にいる者の⼈⼝。当該地域に居住す
る者の⼈⼝から、他の地域へ通勤・通学している者
の⼈⼝を減じ、他の地域から通勤・通学で来訪して
いる者の⼈⼝を加えることで算出する。 

 
（⾃転⾞） 
分担率 

16、17、18 
交通⼿段別の移動数の全交通⼿段の数に占める割
合のことで、⾃転⾞分担率は、⾃転⾞が全移動⼿段
に占める割合。 

 
保管所 
（路上駐輪） 

63 
撤去された⾃転⾞を約 30 ⽇間の保管と所有者への
返還⼿続きをする施設。中央区の保管上は勝どきに
所在。 

 歩⾏者専⽤道路 33、45 
歩⾏者の⼀般交通のための道路、または道路の部分
をいい、歩⾏者専⽤道路を⾞両により通⾏すること
はできない。 
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 用語 記載頁 解説 

ヤ 夜間⼈⼝ ２、8、9 その地域に常住している⼈⼝ 

ラ 路上駐輪 

46、47、50、61、62、
63、91、92、93、94、
95、97、98、99、100、
101、102、103、105 

道路・駅前広場等で駐輪場以外の場所に置かれてい
る⾃転⾞で、その利⽤者が⾃転⾞等から離れて、直
ちに移動できない状態のもの。 
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中央区自転車活用推進計画策定委員会設置要綱 

５中環交第２０号 

令和５年４月２６日 

（設置） 

第１条 自転車活用推進法（平成 28 年法律第 113 号）第 11 条の規定に基づく中央区自転車活用

推進計画（以下「計画」という。）の策定に必要な事項を検討するため、中央区自転車活用推進

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）計画の策定に関する事項 

（２）自転車ネットワーク計画の策定に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる者につき、区長が委嘱し、又は任命する委員 24人以内をもって

構成する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委員会を初めて開催する日から計画を策定したときまでとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、学識経験を有する者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

４ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

 （定足数及び表決） 

第７条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

 （会議の公開） 

第８条 委員会は原則として公開とする。ただし、委員長が公開することを不適当と認めるとき

は、この限りでない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、事務局が行うこととし、環境土木部交通課が担当する。 
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 （委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年５月２９日から施行する。 

２ この要綱は、計画が策定された日をもって効力を失う。 

３ 委員の委嘱のための手続その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日

前においても行うことができる。 
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別表（第３条関係） 

中央区自転車活用推進計画策定委員会 構成員 

区  分 専門分野、役職等 

学識経験を有する者 都市交通分野 

道路管理者 
国土交通省東京国道事務所交通対策課長 

東京都建設局第一建設事務所管理課長 

交通管理者 

警視庁中央警察署交通課長 

警視庁久松警察署交通課長 

警視庁築地警察署交通課長 

警視庁月島警察署交通課長 

住民の代表 

京橋地域町会連合会会長 

日本橋地域町会連合会会長 

月島地域町会連合会会長 

自転車関連事業者 

一般社団法人日本シェアサイクル協会 

東京都自転車商協同組合中央支部 

一般社団法人自転車駐車場工業会 

交通事業者 
東京都交通局総務部企画調整課長 

日立自動車交通株式会社 

中央区 

防災危機管理室長 

区民部長 

都市整備部長 

教育委員会事務局次長 

環境土木部長 

環境土木部交通課長 

環境土木部水とみどりの課長 

環境土木部道路課長 

環境土木部副参事（交通安全対策・特命担当） 
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回数 開催年月日 審議内容 

第 1 回 
中央区⾃転⾞活⽤推進計画 
策定委員会 

令和 5 年 5 ⽉ 29 ⽇ 
 計画策定の背景 
 ⾃転⾞に関する区の現状と課題、 

計画の⽅向性 

第 2 回 
中央区⾃転⾞活⽤推進計画 
策定委員会 

令和 5 年 8 ⽉ 29 ⽇ 
 具体的な取組 
 ⾃転⾞ネットワーク整備⽅針 
 路上駐輪対応⽅針 

第 3 回 
中央区⾃転⾞活⽤推進計画 
策定委員会 

令和 5 年 11 ⽉６⽇  中央区⾃転⾞活⽤推進計画（素案） 

第 4 回 
中央区⾃転⾞活⽤推進計画 
策定委員会 

令和 6 年●⽉●⽇ 
 パブリックコメント結果の報告 
 中央区⾃転⾞活⽤推進計画（案） 

 

 

実施期間  

周知⽅法  

閲覧場所  

提出⼈数/件数  
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